
補助上限額：

事業主体 運営事務局(業務受託者)・お問い合わせ

詳細・応募書類は
こちらから
ご確認ください

　空き家のまま放置していると、老朽化に伴う倒壊や景観の悪化、治安の悪化など、
地域の資産価値を下げるだけにとどまらず、地域で暮らす住民にも深刻な影響を与える
可能性があります。
　このプロジェクトは、「負」の資産を、新規ビジネスなどで利活用することで、地域
の活性化に貢献する「富」の資産とするまちづくりを目的として実施するものです。

申請期間：令和8年5月1日（金）～
5月29日（金）正午まで（必着）申請期間：令和8年5月1日（金）～
5月29日（金）正午まで（必着）申請期間：令和8年5月1日（金）～ 5月29日（金）正午まで（必着）

リノベーションまちづくりプロジェクト2026始動！リノベーションまちづくりプロジェクト2026始動！リノベーションまちづくりプロジェクト2026始動！

※補助率：補助対象経費の２／３

※郵送の場合は29日(金)消印有効※郵送の場合は29日(金)消印有効※郵送の場合は29日(金)消印有効

※採択予定件数：１５件程度

250万円

申請受付開始！

令和　年度
空き店舗等活用型新事業創出

支援補助金

８

一般社団法人バリュー・リノベーションズ・さの
（072-477-7365／泉佐野市栄町5番2号）

泉佐野市



泉佐野市内にある空き家・空き店舗等の遊休不動産を新たな事業展開するための拠点
として活用することで、全国的な課題となっている遊休不動産の解消と、地域の活性化に
つなげていくことを目的として、遊休不動産を創業や第二創業（新分野展開、業態転換、
事業・業種転換）で活用するための拠点整備を支援（補助）します。
遊休不動産を活用して新たなビジネス展開を検討されている方のご応募をお待ちして
おります。

事 業 概 要

補 助 対 象 者
申請時に現に使用されておらず、建築後１年以上経過している泉佐野市内
にある建物を、新たな事業展開を行う拠点として、令和９年３月１５日
までに改修・改装を行い、工事が完了する個人事業主又は中小企業主

補助対象経費 建物改修工事費、設備・備品購入費

補 助 率 ・
補 助 上 限 額

対象経費の２／３（補助上限額２５０万円）

申 請 期 間
令和８年５月１日 (金) ～ ５月２９日 (金) 正午まで (必着)

※郵送の場合は当日消印有効

提 出 方 法
持参又は郵送

※郵送の場合はレターパック等の追跡可能な方法でお送りください。

提 出 先

（一般社団法人）バリュー・リノベーションズ・さの
（運営事務局〔業務受託者〕）

住所：泉佐野市栄町５番２号
  電話：０７２−４７７−７３６５ Mail：info_vrs@jcom.zaq.ne.jp

そ の 他

採択予定件数：１５件程度
応募書類を基に、第三者を含む委員会で書類審査を行うとともに、必要に
応じてヒアリング・プレゼンテーションを開催し、公正に採択事業者を
決定します。

※申請書等の書類のダウンロード、詳細については弊社HP
（QRコードよりご覧いただけます）でご確認ください

【募集概要】
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	スライド 1: 　泉佐野市内にある空き家・空き店舗等の遊休不動産を新たな事業展開するための拠点 として活用することで、全国的な課題となっている遊休不動産の解消と、地域の活性化につなげていくことを目的として、遊休不動産を創業や第二創業（新分野展開、業態転換、事業・業種転換）で活用するための拠点整備を支援（補助）します。 　遊休不動産を活用して新たなビジネス展開を検討されている方のご応募をお待ちして おります。

